
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９那第４１号 

事故等種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２１年５月２３日 １７時４５分ごろ 

発生場所 鹿児島県梵論瀬埼
ぼ ろ せ さ き

灯台から真方位００２°１０.７海里付近 

（概位 北緯２８°３７.３′ 東経１２９°３１.９′） 

事故等調査の経過  平成２１年６月５日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（那

覇事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第八辰
たつ

丸、４.５７トン 

 ＫＧ３－２１３６８（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 主機冷却海水ポンプのインペラ欠損 

 事故等の経過 本船は、船長１人が乗り組み、一本釣り中、平成２１年５月２３日１７

時４５分ごろ、主機がオーバーヒートした。冷却海水ポンプのインペラの

欠損と分かり、同インペラの予備品は携行していたが、ケーシングのガス

ケットがなく、海上保安庁に通報して同日２１時４０分ごろ巡視船にえい
．．

航された。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

本船は、主機冷却海水ポンプのインペラが欠損

し、主機がオーバーヒートした。 

主機冷却海水ポンプインペラの点検が、適切に行

われていなかった可能性があると考えられる。 

インペラ取替予備品一式にはインペラケーシン

グのガスケットも加えておくべきである。 

原因 本インシデントは、本船が梵論瀬埼灯台北方沖において一本釣り中、主

機冷却海水ポンプのインペラが欠損したため、主機がオーバーヒートした

ことにより発生した可能性があると考えられる。 

 




